
 

 

 

立山町では、人口減少、少子高齢化が進展する中で、町の様々な機能やサービスの維持・充実

と町の活性化、自然環境の保全を実現するために、コンパクトなまちづくりの指針となる「立山

町立地適正化計画」を策定しました（令和７年３月 31 日公表）。立地適正化計画では居住誘導

区域、都市機能誘導区域、誘導施設を設定しています。 

 

令和 7 年 3 月 31 日以降、居住誘導区域や都市機能誘導区域外において一定の開発行為又は

建築行為等（(4)参照）を行う場合、町への届出が必要となります。届出の対象となる行為に着手

する日の 30 日前までに、届出に必要な書類を立山町建設課都市計画係へ提出してください。届

出の結果、住宅や誘導施設の誘導を図る上で支障があると町が判断した場合、必要に応じて勧告

やあっせんを行うことがあり

ますので、円滑な開発・建築行

為の計画のためにも農業振興

地域からの除外手続きの段階

で、事前に相談いただくこと

を推奨しています。 

届出をしない場合や虚偽の

届出の場合は、30 万円以下の

罰金に科せられる場合があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立山町立地適正化計画に係る届出制度の運用開始について 

誘導施設 

立山町役場、立山町消防本部 

保健福祉拠点施設 

（保健センター、社会福祉協議会） 

子育て支援拠点施設 

（立山町こどもホーム） 

診療所（医療法第１条の５に規定する診療所） 

銀行・信用金庫・組合 

中学校、図書館・立山町交流センター 

 

立山町の居住誘導区域及び都市機能誘導

区域は右図のとおりです。 

居住誘導区域 

各種災害リスクや将来人口の見通しを踏

まえ、居住を計画的に誘導する区域 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域の中でも都市機能を誘導す

る（誘導施設(下表)の立地を促進する）区域 



令和７年３月 31 日 立山町建設課都市計画係 

 

内容 開発行為 建築行為 

左記の行為

について届

出済みの事

項を変更す

る場合 

① 3 戸以上の住宅の建築を目的とし

た開発行為 

② 1 戸又は 2 戸の住宅の建築を目的

とした開発行為で、その規模が

1,000 ㎡以上のもの 

 

 

 

 

 

① 3 戸以上の住宅を新築しようと

する場合 

② 建築物を改築し、又は建築物の用

途を変更して 3 戸以上の住宅と

する場合 

届出 

様式 
様式 10 様式 11 様式 12 

 

内容 開発行為 建築行為 

左記の行為

について届

出済みの事

項を変更す

る場合 

・誘導施設を有する建築物の開発行為

を行おうとする場合 

・誘導施設を有する建築物を新築し

ようとする場合 

・建築物を改築し、又は建築物の用途

を変更して誘導施設を有する建築

物とする場合 

届出 

様式 
様式 18 様式 19 様式 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用する届出様式ごとに添付書類が定まっています。詳しくは「立山町立地適正化計画 届出の手引

き」をご確認ください。 

内容 ・都市機能誘導区域内において、誘導施

設を休止又は廃止しようとする場合 

届出 

様式 
様式 21 

問合せ先（届出の事前相談・提出先）：立山町 建設課 都市計画係 

〒930-0292 富山県中新川郡立山町前沢 2440 

TEL：076(462)-9975 FAX：076(463)-6611 

Mail：kensetsu@town.tateyama.lg.jp 


